
 

 

 

 

 

日時：令和７年４月３日（木）１１：５０～ 

場所：シーガイアコンベンションセンター ２Ｆ ファウンテン 

 

次第 

 

（１）開会の辞  

（２）後援会顧問（教育学部長）挨拶  

（３）議長選出  

（４）議事  

第１号議案 令和６年度事業報告に関する件 資料１ 

第２号議案 令和６年度予算決算並びに同監査報告に関する件 資料２ 

第３号議案 令和７年度事業計画並びに同予算（案）に関する件 資料３ 

第４号議案 会長・副会長並びに監査役員の選出に関する件 資料４ 

（５）会長委嘱による役員の選出  

（６）会長挨拶  

（７）閉会の辞  

  

参考資料 宮崎大学教育学部後援会規約 資料５ 

令和７年度宮崎大学教育学部後援会総会 
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令和６年度事業報告
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【資料１】



事業報告①：教員採用関係講座

本学部実務家教員を講師に招き、教師力向上
講座を開催しました。教員採用試験の二次試験
対策として教育現場での豊富な経験・知識を有
している実務家教員に指導・助言いただいてい
る。宮崎県志望者だけでなく他県志望者も含め
多数の学生が参加しました。
（令和６年度参加者 154名（延べ数））

教師力向上講座（７月）
（Ｒ6.7.10～Ｒ6.7.25の期間中、7日間実施）

教職パワーアップ集中セミナー
（10月27日（日）実施）

本学の教員や教員採用試験に合格した４年生
を講師に招き、教職パワーアップ集中セミナー
を開催しました。（令和６年度参加者 34名）

教職への意欲を高める講演や模擬授業、グル
ープワーク等、朝から夕方まで一日かけて集中
的に実施しました。例年、合格した４年生によ
る指導は大変好評です。
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【資料１】



事業報告②：教科書・指導書・教員採用試験
過去問題集の購入

学生の教員就職支援の一環として、宮崎市の公立学校で使用している教科書、指導書及び

九州内の教員採用選考試験過去問題集を購入しました。教育実習や教員採用選考試験の模擬

授業の準備等で幅広く活用する機会があります。また、教員採用選考試験の過去問題集を揃

え、１・２年生から気軽に閲覧し、試験への早めの対策ができるよう支援を行っています。
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【資料１】



事業報告③：卒業式・修了式（３月２４日）

3月24日にフェニックスシーガイアで卒業式・修了式が開催されました。学部生１２５名が卒業、大学院生１７名
が修了しました。
本年度も後援会よりご支援を賜り、祝賀会を開催することができました。厚く御礼申し上げます。
祝賀会では、後援会会長にもご出席いただき、卒業生・修了生へはなむけの言葉を贈っていただきました。

今年度は、学部３名、大学院２名による代表挨拶がありましたが、祝賀会開催へのお礼と、大学生活を支えてい
ただいたご家族、友人、教員、スタッフへの感謝を述べていました。

ほとんどの卒業生・修了生が参加し、今までの感謝やこれからの未来に向けての決意にあふれる、素敵な式典と
なりました。

木犀大賞授賞式

後援会会長挨拶

卒業生・修了生代表挨拶 食事を楽しむ卒業生
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【資料１】



（第２号議案） 【資料２－１】

収入決算額 6,142,529

支出決算額 2,159,776

差引残高 3,982,753

〈収入の部〉

  区　　　　分   予  算  額(円）  決　算　額(円）  差引過不足（円） 　備　　　考

  正会員会費 3,000,000 1,700,000 -1,300,000
20,000円×85(/151)人
10,000円×0(/21)人

  前年度未納者 120,000 0 -120,000
20,000円×0(/46)人
10,000円×0(/12)人

  前年度繰越額 4,340,996 4,340,996 0

  雑収入 0 1,533 1,533 受取利息1,533円

0 100,000 100,000 木犀会100,000円

  合　　　　計 7,460,996 6,142,529 -1,318,467

〈支出の部〉

  区　　　　分   予  算  額(円）  決　算　額(円）  差引過不足(円）  　備　　　考

 事業費 2,800,000 2,087,684 712,316

    1.就職対策費 900,000 696,234 203,766

593,684 採用試験対策

102,550 合宿研修、その他

    2.福利厚生費 1,900,000 1,391,450 508,550

425,000 教育実習交通費補助

965,900 祝賀会費用

550 振込手数料

 会議費 120,000 72,092 47,908

71,762 会議費

330 振込手数料

 事務費 200,000 0 200,000

 予備費 4,340,996 4,340,996

  合　　　　計 7,460,996 2,159,776 5,301,220

令和６年度決算報告書（案）
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【資料２－２】



 

 

【資料３－１】 

（第３号議案） 
 

令和７年度事業計画（案） 
 
 
１．就職対策事業 
    （１）教員採用関係講座（面接論文指導、講演等、パワーアップ集中セミナー

等） 
  （２）就職関係情報収集（県内外自治体の教員採用情報収集等） 
  （３）その他就職に係るもの 
 
２．福利厚生事業 
    （１）教育実習交通費の補助、大学祭補助 
    （２）卒業・修了祝賀会 
  （３）その他 
 
３．会務関係事業 
    （１）総会案内、会費納入手続事務、督促事務、役員会事務、経理事務等 
    （２）その他 
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【資料３－２】

（第３号議案）

〈収入の部〉

  区　　　　分   　金　　　　額(円） 備　　　　　　　　　考

  正会員会費 2,800,000  学部１年生＠20,000×140人＝2,800,000円

200,000  大学院１年生 ＠10,000×20人＝ 200,000円

  前年度未納者 330,000

令和５年度実績を反映
 学部学生　＠20,000×9人＝180,000円
 大学院生　＠10,000×15人＝150,000円

  前年度繰越額 3,982,753

  雑収入 0

  合　　　　計 7,312,753

〈支出の部〉

  区　　　　分   　金　　　　額(円） 備　　　　　　　　　考

 事業費 2,800,000

    1.就職対策費 900,000 教員採用試験、就職関係情報収集等

合宿研修、その他

    2.福利厚生費 1,900,000 教育実習交通費の補助、大学祭補助

卒業・修了祝賀会、その他

 会議費 120,000  保護者懇談会、総会費、役員会費、交通費

 事務費 200,000  印刷費、通信費、消耗品費、その他

 予備費 4,192,753

  合　　　　計 7,312,753

令和７年度予算(案)
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【資料４】 

 

令和７年度宮崎大学教育学部後援会役員名簿（案） 

 

（４）議事 第４号議案 

役 職 名 氏  名 備  考 

会 長 宮 本  和 典 特支４ 

副 会 長 橋 口  ゆう子 中主３ 

副 会 長 山 口  博 幸 中主４ 

監 査 元 田  正 幸 大学院１ 

監 査 中 原  章 雄 特支２ 

 

（５）会長委嘱による役員の選出 

役 職 名 氏  名 備  考 

理 事 稲 田  直 美 小主４ 

常任理事 森    春 美 小主２ 

常任理事 伊 藤  由 美 中主３ 

常任理事 原    典 子 事務長 

顧 問 戸ヶ﨑  泰 子 学部長・研究科長 

 

幹事（庶務）   田 中  恵 美    教育学部 

     〃        高 野  那 月      〃 

幹事（会計）     甲 斐  千 尋       〃 
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宮崎大学教育学部後援会規約

（名 称）

第１条 本会は、宮崎大学教育学部後援会と称し、事務所を宮崎大学教育学部内に置く。

（目 的）

第２条 本会は、宮崎大学教育学部及び宮崎大学大学院教育学研究科（以下「学部等」と

いう。）における各種事業を援助するとともに、教育振興及び学部等学生の福利厚生を

図ることを目的とする。

（事 業）

第３条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 学部等教育事業の後援

(2) 学部等学生の就職に関する後援

(3) 学部等学生の福利厚生

(4) 学部等と家庭との連絡

(5) その他必要と認める事項

（組 織）

第４条 本会は、次の会員をもって組織する。

(1) 正 会 員 学生の保護者

(2) 特別会員 学部に在職する教職員

(3) 賛助会員 本会の趣旨に賛同する者

（役 員）

第５条 本会に、次の役員を置く。

(1) 会 長 １名

(2) 副会長 ２名

(3) 理 事 若干名（内３名は常任理事とする。）

(4) 監 査 ２名

(5) 幹 事 若干名

(6) 顧 問 ２名

（役員の任務）

第６条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1) 会長は、会務を総理する。

(2) 副会長は、会長を補佐し，会長事故あるときはこれを代行する。

(3) 理事は、会長・副会長と共に理事会を組織する。

(4) 常任理事は、臨時的，緊急的会務を執行する。

(5) 監査は、会計監査に当たる。

(6) 幹事は、庶務・会計の事務に当たる。

(7) 顧問は、会長の諮問に応ずる。
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【資料５】



（役員の選出）

第７条 役員の選出は，次のとおりとする。

(1) 会長・副会長並びに監査は、総会において、正会員の中から選出する。

(2) 理事は、正会員及び特別会員の中から会長がこれを委嘱する。

(3) 常任理事は、理事の中から会長がこれを委嘱する。

(4) 幹事は、会長が委嘱する。

(5) 顧問は、教育学部長及び教育学研究科長の職にある者を、会長が委嘱する。

（役員の任期）

第８条 役員の任期は、第５条第６号の役員を除き、１年とし，再任を妨げない。ただし、

欠員による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

（定例会及び臨時会）

第９条 本会は、毎年度始めに総会を開くものとする。ただし、必要に応じ理事会の決議

により臨時に総会を開くことができる。

（議 決）

第１０条 総会の議決は、出席会員の過半数で決する。ただし、可否同数の場合は、議長

の決するところによる。

（理事会）

第１１条 理事会は、次の事項を審議決定する。

(1) 定例会及び臨時会に付議する事項の原案作成に関すること。

(2) 会務の執行に関すること。

(3) その他理事会において必要と認める事項

（経 費）

第１２条 本会の必要経費は、会費及び寄付金をもってこれに充てる。会費は、正会員

１人につき年額５，０００円とし、入学時に、学部学生は ４年分を、大学院学生は

年額に在学予定年数を乗じた金額を納入するものとする。

（会計年度）

第１３条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終るものとする。

（雑 則）

第１４条 本会の規約を改正しようとする時は、総会の議決によるものとする。

附 則

1 この規約は、平成３年４月１１日から施行する。

附 則

1 この規約は、平成６年４月１１日から施行する。

附 則

1 この規約は、平成１１年４月１１日から施行する。

附 則

1 この規約は、平成２７年４月３日から施行する。

附 則

1 この規約は、平成２８年４月４日から施行する。
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【資料５】


